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【巻末資料１】

［いじめの定義］の変遷

《児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義》

【昭和６１年度からの定義】
  「いじめ」とは 「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な

攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校とし
てその事実（関係児童生徒、いじめの内容等）を確認しているもの。なお、起こ
った場所は学校の内外を問わないもの」とする。

                         

【平成６年度からの定義】
  「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な

攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場
所は学校の内外を問わない。」とする。なお、個々の行為がいじめに当たるか否
かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立っ
て行うこと。

【平成１８年度からの定義】
  個々の行為が いじめ に当たるか否かの判断は 表面的・形式的に行うことな

く、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受け
たことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所
は学校の内外を問わない。

《いじめ防止対策推進法による定義》

【平成２５年度からの定義】
「いじめ」とは 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は
物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）
であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」
とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

※ 「いじめ防止等のための基本的な方針（平成２９年３月 文科省 」では、「物
  理的な影響」に関する説明に、下線部の記述が加わった。

  「物理的な影響とは 身体的な影響のほか 金品をたかられたり 隠されたり、
嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合い
であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情
の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判
断する。
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【巻末資料２】
「いじめ防止啓発強調月間(ニコニコ月間)」実施要項

１ 趣 旨
いじめは、人権にかかわる重要な問題であり、絶対に起きてはならないことである。
そこで、児童生徒がいじめのない楽しく思いやりのある学校生活を送れるように、また、児童

生徒一人一人のいじめ防止への理解と認識を深め、実践への意欲喚起を図る必要がある。
、 「 」そのために ５月25(ニコ)日から６月25(ニコ)日までの１か月間を いじめ防止啓発強調月間

として設定し、学校、家庭、地域を挙げていじめをなくす取組を行う。

２ 主 催
鹿児島市教育委員会

３ 実施期間
５月25日（ ）～６月25日（ （１か月間））

４ 重点目標
(1) 各学校において、児童生徒一人一人が、自らいじめ防止についての関心や意識を深めるとと

もに、児童会・生徒会活動等を通して、いじめ防止について主体的に取り組む。
(2) 市立の小・中・高校生からいじめ防止をテーマとするポスターと標語を募集し、児童生徒の

「いじめ防止」に対する理解と認識を深め、あわせて地域・社会への啓発を図る。

５ 具体的な取組
各学校においては、学校や地域の実態に応じて、より効果的・具体的な取組を推進する。

(1) 児童生徒に対する啓発活動
ア いじめ防止に向けた児童生徒の自主的活動の推進
イ いじめ防止や人権尊重に関する特別授業の実施
ウ いじめ防止のポスター及び標語作成への取組

(2) 児童生徒のいじめ等の実態把握
ア 実態把握のためのアンケート等の実施
イ 教育相談等の実施

(3) いじめ問題についての教職員の指導態勢づくり
ア いじめに関する職員研修の実施
イ いじめに関する諸資料の活用

・ 「相談相手の存在があなたの子どもを救う」 市教委配布
・ 「ネットいじめ・不登校の解決に向けて」 市教委配布
・ 「よりよい人間関係づくりを目指して」 市教委配布
・ 「 ネット上のいじめ』から子どもを守るために」 市教委配布『
・ 「 ！！いじめ－かけがえのないこどもをいじめから守るために－」市教委配布STOP
・ 「ネット上のトラブルから子どもを守るために～保護者が知っておいてほしいこと～」

市教委配布
・ 「社会で許されない行為は子どもでも許されません」 県教委配布
・ 「もし、あなたのお子さんが こんなことを書き込んでいたら こんなことを書き込ま

れていたら どうしますか・・・」 県教委配布
・ 「インターネットのトラブルから子どもたちを守りましょう」 県教委配布
・ 「いじめ対策必携」 県教委配布

(4) 保護者に対する啓発活動
ア 学校だより等を通した啓発
イ いじめ問題に関するＰＴＡの会合や講演会等の実施

(5) 地域と連携した活動の推進
ア いじめ防止についての地域への広報・啓発
イ いじめ防止に向けた地域と一体となった会合や活動の実施

(6) 参考資料
「いじめ防止啓発強調月間」に実施した特色ある取組事例

６ 「いじめ防止啓発強調月間（ニコニコ月間 」の取組報告について）
各学校の取組の状況を、別紙様式１により、 月 日（ ）までに、See-Smileで青少年課長

あて報告すること。

７ その他
(1) 「いじめ防止啓発強調月間」について、各地域公民館や教育施設等へも広報の協力を要請す

る。
(2) 「いじめ防止啓発ポスター・標語作品コンクール」については、別途要項により実施する。
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【巻末資料３】
「いじめ防止啓発強調月間(ニコニコ月間)」作品コンクール実施要項

１ 趣 旨
「いじめ防止啓発強調月間」に、市立の小・中・高校生から「いじめ防止」をテーマとするポス

ター及び標語を募集し、作品作成を通して､「いじめ」に対する理解と認識を深めるとともに、実
践への意欲を喚起する。

また、作品展を開催することで、広く市民への啓発に資する。

２ 主 催
鹿児島市教育委員会

３ 出品作品について
(1) ポスターの部（一人１点）

ア 作品の規格は、画用紙Ｂ-３又はＢ-４（４切または８切）とする。
イ 作品は、未発表に限り、著作物の模写がないようにする。
ウ 絵柄は、明るく、子どもらしい、新鮮な発想のあるものとする。
エ 作品の裏面右下に、名前ラベル（別紙様式２）を貼付する。

(2) 標語の部（一人１点）
ア 作品は、標語様式（別紙様式３）を使用する。
イ 作品は、未発表に限り、他作品の模倣がないようにする。

４ 応募方法
(1) 応募は、学校単位を原則とし、各学校でとりまとめて締切期日までに応募すること。その際、

応募総数一覧表(別紙様式４)及び応募者一覧表(別紙様式５－１、２)を添付するとともに、
See- Smileでも締切期日までに報告すること。

(2) 応募点数は、ポスター、標語それぞれの部門ごと各学年５点以内とすること。
(3) 応募児童生徒の氏名は、学籍簿上の正しい文字で記入すること （小学校低学年では、できる。

だけ指導者による記入をお願いします ）。

５ 応募締切
平成 年６月 日（ ）まで必着

６ 作品送付先
〒892-0816 鹿児島市山下町６－１ 鹿児島市教育委員会青少年課長

７ 作品審査及び発表
(1) ７月上旬、審査会で審査の上、入賞作品を決定する。
(2) 審査結果は、７月末までに学校へ通知する。

８ 表 彰
(1) 個人賞：各部門ごとに次をめやすに選考する （なお、応募点数に応じて考慮する ）。 。

優秀賞１２点（各学年１点） 特選６０点（各学年５点程度） 入選（各学年１０点程度）
(2) 学校賞：総合審査の結果、各部門ごとに特に優れた学校を表彰する。

※ 表彰式は、 月 日（ ）に鹿児島市教育総合センター３階青年会館体育室で実施予定

９ その他
(1) 作品展は、 月 日( )～ 月 日( )まで鹿児島中央駅東口側地下通路（つばめロード）で

開催(予定)する。
(2) 送付されたポスター作品は、審査会、展示会終了後、返却する。
(3) 標語の部については、すべての学校で取り組むこと。なお、送付された標語作品は、原則返却

しない （できる限り、ポスターの部・標語の部の両方に取り組んでください ）。 。
(4) 応募された作品及び同作品の電子媒体の使用権は主催者に帰属し、いじめ防止の啓発事業等に

活用されることを事前に周知すること。
(5) 問合せ先

鹿児島市教育委員会青少年課 （TEL ２２７－１９７１）
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【巻末資料４】

「明るく楽しい学校づくり市民大会」実施要項

１ 趣 旨
子どもたちが、楽しく学び、明るく生活できる学校づくりを市民運動にまで発展・展開させるために、児童

生徒の代表と教職員やＰＴＡ関係者など青少年の健全育成に携わる関係者が一堂に集い、学校の実践活動等の

成果を確認する大会とする。
また、この大会を「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」や「心豊かで元気あふれる『さつまっ子』を

育てる運動強調月間」の実践と位置づけ、市民こぞって青少年の健全育成を考える機会とする。

２ 大会テーマ

楽しく学び、生き生きと生活できる学校づくり

～ふるさとと共にある学校をめざして～

鹿児島市心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議３ 主 催

鹿児島市教育委員会

４ 後 援
鹿児島市小・中学校校長会 鹿児島市小・中学校教頭会
鹿児島市中学校生徒連盟 鹿児島市小・中学校生徒指導担当者会
鹿児島市ＰＴＡ連合会 鹿児島市校外生活指導連絡会
鹿児島市あいご会連合会 鹿児島市スポーツ少年団指導者協議会

平成○○年１０月○○日（土） ９：１０～１２：００５ 日 時

鹿児島市民文化ホール（第２ホール）６ 会 場

約 ８００ 人７ 参加者
小学校・中学校・高等学校の児童生徒 小学校・中学校・高等学校の教職員
小学校・中学校・高等学校のＰＴＡ関係者 学校評議委員
校区青少年健全育成実行委員会委員 家庭教育学級及び成人学級生
校区あいご会連絡協議会関係者 校区スポーツ少年団指導者協議会及び育成関係者
校区公民館運営審議会及び校区コミュニティ協議会関係者
青少年の健全育成に関心をもつ市民等

８ 日 程
(1) 受 付 8 45～ 9 10: :
(2) オープニング 9 10～ 9 25: :

市内小中学校音楽部（合唱部等）
(3) 開会行事 9 25～ 9 45: :

① 開会宣言
② 開会のあいさつ

鹿児島市心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議会長
③ 来賓あいさつ

・ 鹿児島市長
・ 鹿児島市議会議長

(4) 学校づくり実践発表（３校程度） 9 45～11 00: :
(5) 表 彰 11 10～11 50: :

「こころの言の葉」コンクール表彰式、審査講評、作品朗読
(6) 閉会行事 11 50～12 00: :

閉会のあいさつ
鹿児島市心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議学校部会部長

９ その他
(1) 大会の進行（アナウンス）は市内中学校放送委員会の生徒が行う。
(2) 「こころの言の葉」コンクール入賞作品の朗読は、市立高等学校放送部の生徒が

行う。
(3) ジュニアボランティア研修会等に参加した中学生等が、事後活動として受付・案

内等を行う。
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